
【手続きの流れ】                   

   

  

電気工事会社に予算や LED化する街路灯の灯数などを伝え、見積書の作成を依頼します。 

設置工事現場の写真を（街路灯、電柱番号が分かるように）撮影し、写真に番号を振るなど、 

設置予定場所の略図と整合が取れるように作成します。 

また、更新、新設、灯具交換それぞれ申請書類を作成します。 

 

   

 

   

 

 

市は申請内容を審査し、補助金等交付決定通知書を申請者に      

通知します。 

 

 

補助金等交付決定通知書を受取ったら、電気工事会社に工事を依頼します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は実績報告の内容を審査し、補助金を交付します。 

 

提出書類 

① 補助金交付申請書 

② 事業計画書（設置予定場所の略図等添付） 

・・・・・・・以下は準備いただくもの・・・・・・ 

③ 見積書の写し（明細内容、製品名が分かる内容のもの） 

④ 設置等工事前の工事箇所写真 

⑤ 納税証明書（町内会及び法人格を持たない任意団体は不要）の写し 

  市役所 1階市民課窓口もしくは郵送にて取得してください。（1通 400円） 

※公衆街路灯電気料補助金と併せて申請する場合は省略できます。 

⑥別紙「市税等の滞納の有無の確認について」（町内会以外の法人格を持たない任

任意団体のみ） 

提出書類 

① 工事完了報告書 

② LED公衆街路灯設置費補助金請求書 

③ 工事代金領収書の写し 

④ 設置等工事後の工事箇所写真 

⑤ 東北電力㈱へ提出した電気使用申込書（控）の写し又は電気 

  供給のご案内 

※東北電力以外と契約している場合はお問い合わせください。 

⑥ 振込先の通帳の写し（名義人（カタカナ）、銀行支店名、口座番号がわかるところ） 

⑴関係書類作成 

⑶補助金等交付決定通知書の受理 

⑷工事着工・完了 

⑸実績報告書（工事完了報告書）の提出 

⑺補助金交付 

⑹補助金の額の確定について通知されます 

⑵申請書の提出 

市税に滞納

がある場合

は補助金を

交付できま

せん。 

※各様式は米沢市ホームページからもダウンロードできます。 

同封した書類 

 

更新・新設 令和８年 ６月３０日（火） 

灯 具 交 換 令和８年１２月１１日（金） 

 


